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秋
田
県
手
話
言
語
、
点
字
等
の
普
及
等
に
よ
る
円
滑
な
意
思
疎
通
の
促
進
に
関
す
る
条
例

手
話
は
言
語
で
あ
り
、
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
物
事
を
考
え
、
互
い
の
感
情
を
伝
え
合
い
、
知
識
を
蓄
え
、
文
化
の
創
造
を
す
る
手
段
で
あ
る
。
ろ
う

者
は
手
話
を
大
切
に
育
ん
で
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
言
語
と
し
て
の
手
話
を
学
び
、
使
用
す
る
環
境
が
整
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ろ
う
者
は

多
く
の
不
便
を
受
け
、
不
安
を
抱
え
て
生
活
し
て
き
た
。

近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
批
准
に
よ
り
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
、
ろ
う
者
に
よ
る
歴
史
的
、
文
化

的
所
産
で
あ
る
言
語
と
し
て
の
手
話
に
関
す
る
認
識
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
全
て
の
障
害
者
が
ろ
う
者
に
と
っ
て
の
手
話
や
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
の
文
字
で
あ
る
点
字
な
ど
の
伝
達
手
段
を
用
い
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
分
け
隔
て
な
く
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
十
分
な
意
思
疎
通
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
全
て
の
障
害
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
送
る
た
め
に
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
手
話
や
点
字
等
の
普
及
を
図
り
、
そ
の
理
解
を
深
め
、
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
人
材
を
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
全
て
の
県
民
が
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
話
は
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
社

会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
手
話
等
の
普
及
等
に
よ
る
円
滑
な
意
思
疎
通
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
、
並
び
に
県
、
県
民
及
び
事
業
者
の
責

務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
手
話
等
の
普
及
等
を
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
県
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
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社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

障
害
者

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
）

が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続

的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。

二

手
話
等

手
話
、
要
約
筆
記
（
そ
の
場
の
音
声
情
報
を
文
字
に
し
て
聴
覚
障
害
者
に
伝
え
る
通
訳
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
点
訳

（
文
字
そ
の
他
の
情
報
を
点
字
に
訳
す
こ
と
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
音
訳
（
文
字
そ
の
他
の
情
報
を
音
声
に
変
換
す
る
こ
と
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
触
手
話
、
代
読
、
代
筆
そ
の
他
の
障
害
者
が
他
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
手
段
を
い
う
。

三

手
話
通
訳
者
等

手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
、
盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
、
点
訳
又
は
音
訳
を
行
う
者
そ
の
他
の
障
害
者
と
他
者
と
の
意
思
疎

通
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。

（
基
本
的
事
項
）

第
三
条

全
て
の
県
民
が
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て

図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

手
話
等
の
普
及

二

手
話
等
に
関
す
る
理
解
の
促
進
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三

手
話
通
訳
者
等
の
育
成

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
施
策
（
以
下
「
基
本
的
施
策
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
五
条

県
民
は
、
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
手
話
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
基
本
的
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
全
て
の
県
民
が
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
思
疎
通
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
県
が
実
施
す
る
基
本
的
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
手
話
等
の
普
及
）

第
七
条

県
は
、
手
話
等
の
普
及
を
図
る
た
め
、
そ
の
学
習
の
振
興
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
啓
発
）

第
八
条

県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
が
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
手
話
等
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
啓
発
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
育
成
）
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第
九
条

県
は
、
障
害
者
と
他
者
と
の
意
思
疎
通
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
手
話
通
訳
者
等
の
人
材
の
育
成
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
市
町
村
に
対
す
る
協
力
）

第
十
条

県
は
、
市
町
村
が
基
本
的
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
財
政
措
置
）

第
十
一
条

県
は
、
基
本
的
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
二
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
障
害
者
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
に
対
し
、
意
見
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置



- 5 -

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

３

秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

審
議
会
は
、
障
害
者
基
本
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ほ
か
、
知
事
の
諮

問
に
応
じ
、
秋
田
県
手
話
言
語
、
点
字
等
の
普
及
等
に
よ
る
円
滑
な
意
思
疎
通
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第

号
）
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
項
に
関
し
て
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。


